
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

】

告

示

○

保

安

林

の

指

定

予

定

治

山

課

○

保

安

林

の

指

定

施

業

要

件

の

変

更

予

定

〃

【

】

公

告

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

○

〃

〃

○

公

共

測

量

の

終

了

〃

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

完

了 岡

山

県

公

報

令和６年１０月２２日 第１２６４５号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
七
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

赤
磐
市
小
瀬
木
三
二
九
の
一
、
三
三
〇
、
三
三
二
、
三
三
三
、
三
三
四
の
一
、
三
三
四
の
二
、
三

三
五
か
ら
三
三
七
ま
で
、
三
三
九
、
三
四
〇
の
一
か
ら
三
四
〇
の
三
ま
で
、
三
四
一
か
ら
三
四
六
ま

で
、
三
五
三
か
ら
三
五
六
ま
で
、
三
五
七
の
一
、
三
五
七
の
二
、
三
六
一
の
一
、
三
六
一
の
二
、
三

六
二
、
三
六
三
の
二
、
三
六
五
の
二

二

指
定
の
目
的

落
石
の
危
険
の
防
止

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
赤
磐
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦

「

覧
に
供
す
る

）
。

令和６年１０月２２日　岡山県公報　第１２６４５号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
七
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
十
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

勝
田
郡
奈
義
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
奈

「

義
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

令和６年１０月２２日　岡山県公報　第１２６４５号



〔
五
四
二
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
備
中
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

総
社
市
美
袋
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
六
年
十
月
十
日
か
ら
令
和

七
年
三
月
二
十
五
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和６年１０月２２日　岡山県公報　第１２６４５号



〔
五
四
三
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
美
作
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

苫
田
郡
鏡
野
町
宗
枝

地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
復
旧
測
量
（
改
測
）
、
四
級

基
準
点
測
量
、
河
川
横
断
測
量
及
び
路

線
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
六
年
十
月
九
日
か
ら
令
和

七
年
一
月
十
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和６年１０月２２日　岡山県公報　第１２６４５号



〔
五
四
四
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
美
作
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

津
山
市
楢
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
六
年
十
月
十
日 

終

了

年

月

日 

令和６年１０月２２日　岡山県公報　第１２６４５号



〔
五
四
五
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

瀬
戸
内
市
長
船
町
土
師
字
中
川
田
一
二
八
三
番
一
、
字
上
八
反
田
一
二
八
八
番
一
、
一
二
八
八

番
四
、
一
二
八
九
番
四
、
一
二
九
〇
番
三
、
一
二
九
一
番
三
、
一
二
九
二
番
三
、
一
二
九
三
番
三
、

一
二
九
三
番
五
、
字
下
八
反
田
一
二
九
五
番
一
、
一
二
九
五
番
二
、
一
二
九
六
番
一
、
一
二
九
六

番
二
、
一
二
九
七
番
一
、
一
二
九
七
番
二
、
一
二
九
八
番
、
一
二
九
九
番
一
、
一
二
九
九
番
二
、

一
二
九
九
番
三
、
一
二
九
九
番
四
、
一
三
〇
〇
番
一
、
一
三
〇
〇
番
二
、
一
三
〇
二
番
一
、
一
三

〇
二
番
二
、
一
三
〇
三
番
、
字
先
新
田
一
三
〇
四
番
一
、
一
三
〇
四
番
二
、
一
三
〇
五
番
一
、
一

三
〇
五
番
二
、
一
三
一
一
番
、
一
三
一
二
番
、
一
三
一
三
番
、
一
三
一
四
番
、
一
三
一
五
番
、
一

三
一
八
番
、
字
三
付
田
一
三
〇
七
番
一
、
一
三
〇
七
番
二
、
一
三
〇
七
番
三
、
一
三
〇
八
番
一
、

一
三
〇
八
番
二
、
一
三
〇
八
番
三
、
一
三
〇
九
番
一
、
一
三
〇
九
番
二
、
一
三
〇
九
番
三
、
字
新

田
堤
一
三
一
〇
番
一
、
一
三
一
〇
番
二
、
字
新
田
一
三
一
六
番
一
、
一
三
一
六
番
二
、
一
三
一
六

番
三
、
一
三
一
六
番
四
、
一
三
一
六
番
五
、
一
三
一
七
番
、
一
三
二
一
番
、
一
三
二
二
番
、
一
三

二
三
番
一
、
一
三
二
三
番
二
、
一
三
二
五
番
一
、
一
三
二
五
番
二
、
一
三
二
六
番
一
、
一
三
二
六

番
二
、
一
三
三
二
番
、
一
三
三
三
番
一
、
一
三
三
三
番
二
、
一
三
三
四
番
、
一
三
三
五
番
一
、
一

三
三
五
番
二
、
字
新
田
口
一
三
三
一
番
一
、
一
三
三
一
番
三
、
一
三
三
一
番
五
、
字
長
川
田
一
三

三
七
番
、
字
番
田
一
九
七
五
番
、
一
九
七
六
番
一
、
一
九
七
六
番
二
、
一
九
七
七
番
一
、
一
九
七

七
番
二
、
一
九
七
八
番
、
一
九
七
九
番
、
一
九
八
〇
番
、
一
九
八
一
番
、
一
九
八
二
番
、
一
九
八

三
番
一
、
一
九
八
三
番
二
、
字
遅
稲
田
一
九
八
四
番
一
、
一
九
八
四
番
二
、
一
九
八
五
番
一
、
一

九
八
五
番
二
、
一
九
八
六
番
一
、
一
九
八
六
番
二
、
一
九
八
七
番
一
、
一
九
八
七
番
二
、
一
九
八

八
番
一
、
一
九
八
八
番
二
、
一
九
八
九
番
一
、
一
九
八
九
番
二
、
一
九
九
〇
番
一
、
一
九
九
〇
番

二
、
一
九
九
一
番
一
、
一
九
九
一
番
五
、
一
九
九
一
番
六
、
一
九
九
一
番
七
、
一
九
九
一
番
八
、

字
樋
尻
二
〇
〇
三
番
一
、
二
〇
〇
三
番
四
、
二
〇
〇
三
番
五
、
二
〇
〇
四
番
一
、
二
〇
〇
四
番
二
、

二
〇
〇
五
番
一
、
二
〇
〇
五
番
二
、
二
〇
〇
六
番
一
、
二
〇
〇
六
番
二
、
二
〇
〇
七
番
一
、
二
〇

〇
八
番
一
、
字
中
川
田
一
二
八
三
番
一
地
先
道
、
字
中
川
田
一
二
八
三
番
一
地
先
か
ら
字
新
田
一

三
二
三
番
二
地
先
ま
で
道
、
字
新
田
一
三
二
六
番
一
地
先
か
ら
一
三
二
二
番
地
先
ま
で
道
、
字
新

田
一
三
二
三
番
一
地
先
か
ら
字
先
新
田
一
三
一
三
番
地
先
ま
で
水
路
、
字
先
新
田
一
三
一
二
番
地

先
か
ら
字
新
田
口
一
三
三
一
番
五
地
先
ま
で
道
、
字
新
田
一
三
一
六
番
四
地
先
か
ら
字
先
新
田
一

三
一
五
番
地
先
ま
で
道
、
字
先
新
田
一
三
〇
四
番
一
地
先
か
ら
一
三
〇
四
番
二
地
先
ま
で
水
路
、

字
下
八
反
田
一
三
〇
三
番
地
先
か
ら
字
上
八
反
田
一
二
八
八
番
四
地
先
ま
で
水
路
、
字
上
八
反
田

一
二
八
八
番
一
地
先
か
ら
一
二
九
三
番
三
地
先
ま
で
道
、
字
下
八
反
田
一
三
〇
三
番
地
先
か
ら
一

二
九
五
番
一
地
先
ま
で
水
路
、
字
下
八
反
田
一
三
〇
三
番
地
先
か
ら
一
二
九
五
番
二
地
先
ま
で
道
、

字
新
田
堤
一
三
一
〇
番
二
地
先
か
ら
字
三
付
田
一
三
〇
七
番
三
地
先
ま
で
水
路
、
字
三
付
田
一
三

〇
九
番
二
地
先
か
ら
一
三
〇
七
番
二
地
先
ま
で
道
、
字
上
八
反
田
一
二
九
三
番
五
地
先
か
ら
字
下

八
反
田
一
二
九
五
番
二
地
先
ま
で
水
路
、
字
遅
稲
田
一
九
九
一
番
八
地
先
か
ら
字
三
付
田
一
三
〇

九
番
三
地
先
ま
で
道
、
字
遅
稲
田
一
九
八
四
番
二
地
先
か
ら
一
九
八
四
番
一
地
先
ま
で
道
、
字
番

田
一
九
七
五
番
地
先
か
ら
一
九
八
三
番
一
地
先
ま
で
水
路
、
字
遅
稲
田
一
九
九
〇
番
一
地
先
か
ら

字
番
田
一
九
八
一
番
地
先
ま
で
水
路
、
字
樋
尻
二
〇
〇
三
番
五
地
先
か
ら
字
番
田
一
九
七
七
番
二

地
先
ま
で
道
、
字
番
田
一
九
七
六
番
二
地
先
か
ら
一
九
七
五
番
地
先
ま
で
道
、
字
樋
尻
二
〇
〇
六

番
二
地
先
か
ら
二
〇
〇
八
番
一
地
先
ま
で
水
路
、
字
樋
尻
二
〇
〇
八
番
一
地
先
道 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尾
張
三
〇
〇
番
地
一 

令和６年１０月２２日　岡山県公報　第１２６４５号



瀬
戸
内
市
長 

武
久 

顕
也 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
六
月
二
十
六
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
一
四
三
号 

令和６年１０月２２日　岡山県公報　第１２６４５号



〔
五
四
六
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

総
社
市
井
手
字
西
延
五
〇
一
番
八
、
五
〇
二
番
七 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

総
社
市
三
輪
八
八
〇
番
地
一
メ
ゾ
ン
エ
ト
ワ
ー
ル
二
〇
三 

寺
岡 

義
将 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
八
月
二
十
六
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
二
二
一
号 

令和６年１０月２２日　岡山県公報　第１２６４５号



〔
五
四
七
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

総
社
市
総
社
字
東
原
二
三
六
七
番
一 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

総
社
市
中
央
六
丁
目
一
一
番
地
一
一
九
か
る
む
二
〇
一 

髙
林
圭
一
郎 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
六
月
十
四
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
一
二
四
号 

令和６年１０月２２日　岡山県公報　第１２６４５号



〔
五
四
八
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

総
社
市
金
井
戸
字
天
神
前
一
九
〇
番
二
、
一
九
〇
番
三
、
一
九
一
番
、
一
九
一
番
一
、
一
九
一

番
二
、
一
九
一
番
三
、
一
九
三
番
一
、
一
九
四
番
四
、
一
九
四
番
五 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

香
川
県
高
松
市
田
村
町
三
九
七
番
地 

株
式
会
社
ヤ
マ
ウ
チ 

代
表
取
締
役 

岡
本 

 
将 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
九
月
十
九
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
二
五
四
号 

令和６年１０月２２日　岡山県公報　第１２６４５号



〔
五
四
九
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

瀬
戸
内
市
長
船
町
土
師
字
中
川
田
一
二
八
三
番
一
、
字
上
八
反
田
一
二
八
八
番
一
、
一
二
八
八

番
四
、
一
二
八
九
番
四
、
一
二
九
〇
番
三
、
一
二
九
一
番
三
、
一
二
九
二
番
三
、
一
二
九
三
番
三
、

一
二
九
三
番
五
、
字
下
八
反
田
一
二
九
五
番
一
、
一
二
九
五
番
二
、
一
二
九
六
番
一
、
一
二
九
六

番
二
、
一
二
九
七
番
一
、
一
二
九
七
番
二
、
一
二
九
八
番
、
一
二
九
九
番
一
、
一
二
九
九
番
二
、

一
二
九
九
番
三
、
一
二
九
九
番
四
、
一
三
〇
〇
番
一
、
一
三
〇
〇
番
二
、
一
三
〇
二
番
一
、
一
三

〇
二
番
二
、
一
三
〇
三
番
、
字
先
新
田
一
三
〇
四
番
一
、
一
三
〇
四
番
二
、
一
三
〇
五
番
一
、
一

三
〇
五
番
二
、
一
三
一
一
番
、
一
三
一
二
番
、
一
三
一
三
番
、
一
三
一
四
番
、
一
三
一
五
番
、
一

三
一
八
番
、
字
三
付
田
一
三
〇
七
番
一
、
一
三
〇
七
番
二
、
一
三
〇
七
番
三
、
一
三
〇
八
番
一
、

一
三
〇
八
番
二
、
一
三
〇
八
番
三
、
一
三
〇
九
番
一
、
一
三
〇
九
番
二
、
一
三
〇
九
番
三
、
字
新

田
堤
一
三
一
〇
番
一
、
一
三
一
〇
番
二
、
字
新
田
一
三
一
六
番
一
、
一
三
一
六
番
二
、
一
三
一
六

番
三
、
一
三
一
六
番
四
、
一
三
一
六
番
五
、
一
三
一
七
番
、
一
三
二
一
番
、
一
三
二
二
番
、
一
三

二
三
番
一
、
一
三
二
三
番
二
、
一
三
二
五
番
一
、
一
三
二
五
番
二
、
一
三
二
六
番
一
、
一
三
二
六

番
二
、
一
三
三
二
番
、
一
三
三
三
番
一
、
一
三
三
三
番
二
、
一
三
三
四
番
、
一
三
三
五
番
一
、
一

三
三
五
番
二
、
字
新
田
口
一
三
三
一
番
一
、
一
三
三
一
番
三
、
一
三
三
一
番
五
、
字
長
川
田
一
三

三
七
番
、
字
番
田
一
九
七
五
番
、
一
九
七
六
番
一
、
一
九
七
六
番
二
、
一
九
七
七
番
一
、
一
九
七

七
番
二
、
一
九
七
八
番
、
一
九
七
九
番
、
一
九
八
〇
番
、
一
九
八
一
番
、
一
九
八
二
番
、
一
九
八

三
番
一
、
一
九
八
三
番
二
、
字
遅
稲
田
一
九
八
四
番
一
、
一
九
八
四
番
二
、
一
九
八
五
番
一
、
一

九
八
五
番
二
、
一
九
八
六
番
一
、
一
九
八
六
番
二
、
一
九
八
七
番
一
、
一
九
八
七
番
二
、
一
九
八

八
番
一
、
一
九
八
八
番
二
、
一
九
八
九
番
一
、
一
九
八
九
番
二
、
一
九
九
〇
番
一
、
一
九
九
〇
番

二
、
一
九
九
一
番
一
、
一
九
九
一
番
五
、
一
九
九
一
番
六
、
一
九
九
一
番
七
、
一
九
九
一
番
八
、

字
樋
尻
二
〇
〇
三
番
一
、
二
〇
〇
三
番
四
、
二
〇
〇
三
番
五
、
二
〇
〇
四
番
一
、
二
〇
〇
四
番
二
、

二
〇
〇
五
番
一
、
二
〇
〇
五
番
二
、
二
〇
〇
六
番
一
、
二
〇
〇
六
番
二
、
二
〇
〇
七
番
一
、
二
〇

〇
八
番
一
、
字
中
川
田
一
二
八
三
番
一
地
先
道
、
字
中
川
田
一
二
八
三
番
一
地
先
か
ら
字
新
田
一

三
二
三
番
二
地
先
ま
で
道
、
字
新
田
一
三
二
六
番
一
地
先
か
ら
一
三
二
二
番
地
先
ま
で
道
、
字
新

田
一
三
二
三
番
一
地
先
か
ら
字
先
新
田
一
三
一
三
番
地
先
ま
で
水
路
、
字
先
新
田
一
三
一
二
番
地

先
か
ら
字
新
田
口
一
三
三
一
番
五
地
先
ま
で
道
、
字
新
田
一
三
一
六
番
四
地
先
か
ら
字
先
新
田
一

三
一
五
番
地
先
ま
で
道
、
字
先
新
田
一
三
〇
四
番
一
地
先
か
ら
一
三
〇
四
番
二
地
先
ま
で
水
路
、

字
下
八
反
田
一
三
〇
三
番
地
先
か
ら
字
上
八
反
田
一
二
八
八
番
四
地
先
ま
で
水
路
、
字
上
八
反
田

一
二
八
八
番
一
地
先
か
ら
一
二
九
三
番
三
地
先
ま
で
道
、
字
下
八
反
田
一
三
〇
三
番
地
先
か
ら
一

二
九
五
番
一
地
先
ま
で
水
路
、
字
下
八
反
田
一
三
〇
三
番
地
先
か
ら
一
二
九
五
番
二
地
先
ま
で
道
、

字
新
田
堤
一
三
一
〇
番
二
地
先
か
ら
字
三
付
田
一
三
〇
七
番
三
地
先
ま
で
水
路
、
字
三
付
田
一
三

〇
九
番
二
地
先
か
ら
一
三
〇
七
番
二
地
先
ま
で
道
、
字
上
八
反
田
一
二
九
三
番
五
地
先
か
ら
字
下

八
反
田
一
二
九
五
番
二
地
先
ま
で
水
路
、
字
遅
稲
田
一
九
九
一
番
八
地
先
か
ら
字
三
付
田
一
三
〇

九
番
三
地
先
ま
で
道
、
字
遅
稲
田
一
九
八
四
番
二
地
先
か
ら
一
九
八
四
番
一
地
先
ま
で
道
、
字
番

田
一
九
七
五
番
地
先
か
ら
一
九
八
三
番
一
地
先
ま
で
水
路
、
字
遅
稲
田
一
九
九
〇
番
一
地
先
か
ら

字
番
田
一
九
八
一
番
地
先
ま
で
水
路
、
字
樋
尻
二
〇
〇
三
番
五
地
先
か
ら
字
番
田
一
九
七
七
番
二

地
先
ま
で
道
、
字
番
田
一
九
七
六
番
二
地
先
か
ら
一
九
七
五
番
地
先
ま
で
道
、
字
樋
尻
二
〇
〇
六

番
二
地
先
か
ら
二
〇
〇
八
番
一
地
先
ま
で
水
路
、
字
樋
尻
二
〇
〇
八
番
一
地
先
道 

二 

公
共
施
設
の
種
類 

    

道
路
、
緑
地
、
河
川 

令和６年１０月２２日　岡山県公報　第１２６４５号



三 

位
置
及
び
区
域 

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て 

 
閲
覧
に
供
す
る
。
） 

四 
許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尾
張
三
〇
〇
番
地
一 

瀬
戸
内
市
長 

武
久 

顕
也 

五 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
六
月
二
十
六
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
一
四
三
号 

 

令和６年１０月２２日　岡山県公報　第１２６４５号




